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 憲法は国の基本原則を定める重要なものであり、国民生活に大き

な影響を与えるものであると考えます。 

近年、日本では武器輸出や防衛産業の拡大、さらには憲法改正に

関する議論が進められています。安全保障については様々な立場や

考え方が存在することは理解しておりますが、憲法改正は現在の世

代のみならず、将来世代にも長期的な影響を及ぼす可能性がある点

で、特に慎重な検討が求められる問題であると考えます。 

私は、戦争によって子供や一般市民が犠牲になるニュースに触れ

るたび、強い苦しさを感じています。武器の生産や輸出が経済や産

業構造の中に深く組み込まれた場合、それは一時的な政策にとどま

らず、社会の在り方そのものに影響を及ぼすおそれがあります。ま

た、そのような変化は、一度進められると後から修正することが困

難になる可能性があることも懸念しています。 

人は判断を誤ることがあります。だからこそ民主主義において

は、後から議論し、修正できる余地を残しておくことが重要ではな

いかと考えます。もちろん、未来の世代がどのような社会を望むの

かを、私たちが完全に知ることはできません。私自身の考えも間違

っているかもしれません。 

それでも私は、少なくとも「後戻りできる社会」を残していくこ

とが大切なのではないかと考えています。 

以上の理由から、憲法改正に関しては、将来世代への影響も十分

に考慮した上で、十分な情報公開と国民的議論を行い、慎重に審議

されるよう、国及び政府に対し、憲法改正について十分な説明と慎

重な審議を求める意見書を提出することを求めます。 
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